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年
七
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成
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十
一
年
七
月
三
日

内
閣
総
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大
臣

麻

生

太

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
原
爆
症
認
定
却
下
処
分
の
取
消
を
求
め
る
訴
訟
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送

付
す
る
。



衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
原
爆
症
認
定
却
下
処
分
の
取
消
を
求
め
る
訴
訟
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

�
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
千
九
百
六
十
三
年
の
東
京
地
方
裁
判
所
判
決
以
降
、
被
爆
者
の
健
康
の
保
持
及
び
増
進
並
び

に
福
祉
を
図
る
た
め
、
医
療
特
別
手
当
等
の
増
額
、
健
康
管
理
手
当
の
支
給
要
件
の
撤
廃
な
ど
施
策
の
拡
充
に
取
り
組
ん
で

き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
七
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
十
一
条
に
基
づ
く
認
定
の
申
請
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
例
に
つ
い
て
訴
訟
を
提
起
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
に

対
応
し
て
司
法
判
断
を
求
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
長
崎
原
爆
松
谷
訴
訟
最
高
裁
判
決
に
つ
い
て
は
、
当
該
訴
訟
に
お
け
る
原
告
に
つ
い
て
、
行
政
事
件
訴
訟
法
（

昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
三
十
九
号
。
以
下
「
行
訴
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
判
決
の
趣

旨
に
従
い
、
法
第
十
一
条
に
基
づ
く
認
定
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

御
指
摘
の
小
西
京
都
訴
訟
大
阪
高
裁
判
決
、
東
数
男
東
京
訴
訟
東
京
高
裁
判
決
、
仙
台
高
裁
判
決
、
大
阪
高
裁
判
決
、
大

阪
第
二
次
訴
訟
大
阪
高
裁
判
決
及
び
東
京
高
裁
判
決
に
つ
い
て
は
、
個
別
の
事
実
認
定
の
問
題
で
あ
り
、
法
令
解
釈
違
反
、

一



経
験
則
違
反
が
あ
る
と
ま
で
は
い
え
な
い
と
判
断
し
、
上
訴
し
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
鹿
児
島
地
裁
判
決
に
つ
い
て
は
、

事
実
認
定
に
つ
い
て
争
う
必
要
性
が
な
い
と
判
断
し
、
控
訴
し
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
訴
訟
に
お
け
る
原
告
に

つ
い
て
も
、
行
訴
法
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
判
決
の
趣
旨
に
従
い
、
法
第
十
一
条
に
基
づ
く

認
定
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
お
尋
ね
の
疾
病
は
、
関
連
す
る
他
の
情
報
と
照
合
す
る
こ
と
に
よ
り
、
個
人
が
特
定
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と

し
ゅ
よ
う

か
ら
、
原
子
爆
弾
被
爆
者
医
療
分
科
会
議
事
要
旨
で
公
表
さ
れ
て
い
る
範
囲
で
お
答
え
す
る
こ
と
と
し
た
い
が
、
悪
性
腫
瘍
、

造
血
機
能
障
害
、
視
機
能
障
害
等
で
あ
る
。

�
の
（
�
）
及
び
（
�
）
に
つ
い
て

ば
く

お
尋
ね
の
論
者
及
び
論
拠
は
、
放
射
線
被
曝
者
医
療
国
際
協
力
推
進
協
議
会
に
よ
る
「
原
爆
放
射
線
の
人
体
影
響
�
�
�

�
」
、
小
佐
古
敏
荘
氏
に
よ
る
「
広
島
・
長
崎
に
お
け
る
原
爆
の
被
曝
線
量
評
価
に
関
す
る
意
見
書
」
及
びShunzo

O
kaji

m
a

氏
ら
に
よ
る
「M
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」
、
財
団
法
人
放
射
線
影
響
研
究
所
に
よ
る
「
原
爆
被
爆
者
の
長
期
健
康
影
響
調
査
に

関
す
る
「
Ｑ
＆
Ａ
」
」
等
の
そ
れ
ぞ
れ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
科
学
的
知
見
で
あ
る
。

二



�
の
（
�
）
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
広
島
破
滅
の
報
告
（
放
射
能
に
関
し
て
）
」
が
何
を
指
す
の
か
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
尋
ね
に
つ
い
て

お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

�
並
び
に
�
の
（
�
）
、
（
�
）
及
び
（
�
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
点
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
係
争
中
の
訴
訟
に
お
い
て
争
点
と
な
っ
て
お
り
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た

い
。

�
の
（
�
）
に
つ
い
て

平
成
十
九
年
十
月
四
日
の
原
爆
症
認
定
の
在
り
方
に
関
す
る
検
討
会
に
お
い
て
、
沢
田
氏
が
御
指
摘
の
趣
旨
の
発
言
を
し

た
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
が
、
同
年
十
二
月
十
七
日
に
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
原
爆
症
認
定
の
在
り
方
に
関
す
る
検
討
会
報
告

書
に
は
、
同
氏
の
指
摘
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
同
検
討
会
の
委
員
の
共
通
認
識
で
は
な
い
と
認
識
し
て
い
る
。

�
の
（
�
）
に
つ
い
て

現
在
、
世
界
的
に
確
立
し
て
い
る
内
部
被
曝
線
量
の
算
定
方
法
と
し
て
は
、
線
量
換
算
係
数
を
用
い
て
、
摂
取
し
た
放
射

性
核
種
の
量
か
ら
内
部
被
曝
線
量
を
特
定
す
る
方
法
が
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。

三



�
の
（
�
）
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
訴
訟
等
に
お
い
て
は
、
「
自
然
放
射
線
に
よ
る
年
間
の
内
部
被
曝
線
量
は
一
・
六
ミ
リ
シ
ー

ベ
ル
ト
（
〇
・
〇
〇
一
六
シ
ー
ベ
ル
ト
、
す
べ
て
ガ
ン
マ
線
で
あ
っ
た
場
合
〇
・
〇
〇
一
六
グ
レ
イ
）
」
と
主
張
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
前
原
子
爆
弾
被
爆
者
医
療
分
科
会
長
で
あ
る
佐
々
木
康
人
氏
が
、
そ
の
意
見
書
に
お
い
て
、

引
用
文
献
と
し
て
、
「
日
本
ア
イ
ソ
ト
ー
プ
協
会
�
「
放
射
線
の
Ａ
Ｂ
Ｃ
」�
�－

�
�
Ｐ�
丸
善�
�
�
�
�
」
を
挙
げ

つ
つ
、
「
自
然
放
射
線
に
よ
る
被
曝
線
量
の
世
界
平
均
値
は
年
間
二
・
四
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
で
、
そ
の
う
ち
内
部
被
曝
に
よ

る
も
の
は
年
間
一
・
六
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
（
後
略
）
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
を
根
拠
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

�
の
（
�
）
に
つ
い
て

国
際
放
射
線
防
護
委
員
会
が
、
千
九
百
九
十
一
年
十
一
月
に
採
択
し
た
「
皮
膚
の
線
量
限
度
の
た
め
の
生
物
学
的
根
拠
」

の
中
で
、
い
わ
ゆ
る
「
ホ
ッ
ト
パ
ー
テ
ィ
ク
ル
理
論
」
の
正
当
性
を
否
定
し
て
い
る
こ
と
を
根
拠
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

四


